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１ 目的 

 本マニュアルは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第

104号。以下「法」という。）第 10条に基づく届出及び第 11条に基づく通知（以下「届

出等」という。）を対象とし、「LoGoフォーム」（本サービス提供元：株式会社トラスト

バンク）による電子申請の手続きについて、解説するものとします。 

 

２ 届出等が必要な建設工事 

 特定建設資材（※１）を用いた一定規模（※２）以上の建設工事を行う場合には、届

出等が必要です。 

※１ 特定建設資材 

  コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コン

クリート 

※２ 建設工事の規模 

工事の種類 規模の基準 

建築物の解体工事 床面積の合計 80 平方メートル以上 

建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500 平方メートル以上 

建築物の修繕・模様替等工事（リフォーム等） 請負代金の額 １億円以上（税込） 

建築物以外の工作物の工事（土木工事等） 請負代金の額 500 万円以上（税込） 

 

３ 届出等に必要な入力事項及び添付書類 

添付ファイルの容量は１ファイル 10MBまでです。 

添付ファイルの添付可能な拡張子は、jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsxで

す。 

 (1) 法第 10条に基づく届出 

  (ｱ) 入力フォームにある必須事項の入力 

  (ｲ) 分別解体等の計画等の添付 

    次に該当する工事の種類のもの。 

    ・別表１（建築物の解体工事） 

    ・別表２（建築物の新築・増築工事又は建築物の修繕・模様替等工事（リフォ

ーム等）） 

    ・別表３（建築物以外の工作物の工事（土木工事等）） 

  (ｳ) 案内図（工事の場所が特定できるよう朱書き等で着色され、方位、道路及び目

標となる事物が明記されているもの）の添付 

  (ｴ) 写真（現状を示す明瞭なもの）又は設計図（配置図、平面図、立面図等）の添

付 

    次に該当する工事の種類のもの。 
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・写真又は設計図（建築物の解体工事又は建築物以外の工作物の工事（土木工

事等）） 

    ・設計図（建築物の新築・増築工事又は建築物の修繕・模様替等工事（リフォ

ーム等）） 

  (ｵ) 工程表（入力フォームに入力した工事着手予定日及び工事完了予定日に齟齬の

ないもの）の添付 

  (ｶ) 委任状の添付（代理者が届出をする場合のみ） 

 (2) 法第 11条に基づく通知 

(ｱ) 入力フォームにある必須事項の入力 

  (ｲ) 案内図（工事の場所が特定できるよう朱書き等で着色され、方位、道路及び目

標となる事物が明記されているもの）の添付 

 

４ 届出日の考え方及び届出等の審査等 

 届出等に不備がある場合は、修正又は再届出等が必要になることがあります。また、

LoGo フォームのシステムメンテナンス等によりサービスを停止することがありますの

で、余裕を持って届出等をするようにお願いします。 

 届出は、工事に着手する日（工事のための仮設が必要な場合は、仮設工事を始める日）

の７日前（通知の場合は、工事に着手する前）までに行う必要があります。電子申請で

の届出等は、原則として届出等がシステム上に到達した日を届出日とします。 

 届出等の審査は、届出等した日の翌日から２開庁日までに行います。また、届出等が

開庁時間外（午後５時から翌日午前８時 30 分まで）及び西東京市の休日を定める条例

（平成 13年西東京市条例第３号）第１条第１項の休日（以下「休日」という。）にされ

た場合は、２開庁日までに審査を行います。 

 ただし、12月 27日（27日が休日の場合は前開庁日）から翌年１月３日までは、電子

申請での受付は行いません（審査の期間を確保することができないため。）。 

 届出等に重大な不備がある場合は、届出等を無効とし、再届出等を求めます。この場

合、再届出等がシステム上に到達した日を届出日とします。 

 また、市から修正等の依頼があった場合は、速やかにご対応ください。速やかにご対

応いただけない場合は、届出等を不受理とします。 
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参考 

・届出に不備がない場合 

 土 日 月 火 水 木 金 土 

届出者 

 

・届出       工事着手 

市   ・審査 

・受領書送付 

    

 ７日前 ６日前 ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前  

 

・届出に軽微な不備がある場合 

 土 日 月 火 水 木 金 土 

届出者 

 

・届出    ・修正   工事着手 

市 

 

  ・審査 

・修正依頼 

 ・修正内容の確認 

・受領書送付 

 

 ７日前 ６日前 ５日前 ４日前 ３日前 ２日前 １日前  

 

・届出に重大な不備がある場合 

 土 日 月 火 水 木 金 土 

届出者 

 

・届出     

・再届出 

  工事着手 

市 

 

  ・審査 

・不受理通知 

 ・審査 

・受領書送付 

 

 ７日前 

 

６日前 ５日前 ４日前 ３日前 

７日前 

２日前 

６日前 

１日前 

５日前 

 

４日前 

 日 月 火 水 

届出者 

 

    

工事着手 

市 

 

    

 

 

 

３日前 

 

２日前 

 

１日前 
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５ 届出等の方法 

(1) 添付書類を作成してください。 

(2) 西東京市 HPから入力フォームにアクセスしてください。 

(3) LoGoフォームアカウントにログインする場合は、「ログイン」をクリックしてく

ださい。LoGoフォームアカウントにログインしない場合は、「申請へ進む」をクリ

ックしてください。 

 (4) ログインしない場合は、メール認証画面が表示されるため、申請に使用するメー

ルアドレスを入力し、送信してください。入力されたメールアドレス宛に「no-

reply@logoform.jp」から「フォーム URL のご案内」が届きますので、メールにあ

る URLから届出等をしてください。 

  ※LoGoフォームアカウントにログインした場合は、メール認証は省略されます。 

 

本サービス提供元：株式会社トラストバンク 

(5) 入力フォームにある必須事項の入力及び添付書類の添付をしてください。 

(6) 入力後、確認画面が表示され、内容確認後に「送信」をクリックしてください。 

   ※添付ファイルの容量の合計が大きい場合、送信できないことがあります。 

(7) 送信完了後に、送信完了、案内及び照会番号が表示されます。また、入力フォー

ムに入力されたメールアドレス宛に「no-reply@logoform.jp」から「送信完了」の

メールが届きます。このメールが副本となります。 

※この時点では、まだ手続きの完了ではありません。 
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本サービス提供元：株式会社トラストバンク 

 
本サービス提供元：株式会社トラストバンク 
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６ 届出等が受理されたとき 

(1) 届出等が受理された場合、入力フォームに入力されたメールアドレス宛に「no-

reply@logoform.jp」から「申請に対する電子文書発行のお知らせ」が届きます。照

会番号が正しいか確認し、メールにある URLを開いてください。 

 

本サービス提供元：株式会社トラストバンク 

(2) 受領書の受取方法 

(ｱ) LoGoフォームアカウントにログインし、届出等した場合 

LoGoフォームアカウントにログインし、申請一覧から対象の届出等を選択して

ください。電子文書のダウンロード（青色ボタン）より発行された電子文書（別

紙１）の PDFを開き、内容の確認と「建設リサイクル法届出（通知）済みシール」

を切り取り、シールを工事現場に掲げる標識の余白に貼付けてください。 

(ｲ) LoGoフォームアカウントにログインせず、届出等した場合 

照会番号を入力し、「照会」をクリックしてください。照会番号が正しいか確認

し、発行された電子文書（別紙１）の PDFを開き、内容の確認と「建設リサイク

ル法届出（通知）済みシール」を切り取り、シールを工事現場に掲げる標識の余

白に貼付けてください。 
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７ 届出等に軽微な不備があり、修正依頼メールが届いたとき 

修正依頼メールが届いた場合は、速やかにご対応ください。速やかにご対応いただけ

ない場合は、不受理とします。 

修正依頼メールの送付時に、必要に応じて、建築指導課監察係（042-438-4019）より

別途電話案内することがあります。 

(1) 軽微な不備があった場合、入力フォームに入力されたメールアドレス宛に「no-

reply@logoform.jp」から「【要対応】申請内容のご修正のお願い」のメールが届き

ます。照会番号が正しいか確認し、メールにある「修正依頼の内容」を確認してく

ださい。 

(2) メールにある URLを開いてください。 

 
本サービス提供元：株式会社トラストバンク 

 (3) 修正の方法 

(ｱ) LoGoフォームアカウントにログインし、届出等した場合 

LoGoフォームアカウントにログインし、申請一覧から対象の届出等を選択して

ください。申請内容の修正（青色の部分）から届出等の修正を行ってください。 

(ｲ) LoGoフォームアカウントにログインせず、届出等した場合 

照会番号を入力し、「照会」をクリックしてください。届出等の内容を修正して

ください。 

(4) 入力後、確認画面が表示され、内容確認後に「送信」をクリックしてください。 
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(5) 送信完了後に、送信完了、案内及び照会番号が表示されます。また、入力された

メールアドレス宛に「no-reply@logoform.jp」から「送信完了」のメールが届きま

す。このメールが副本となります。 

※この時点では、まだ手続きの完了ではありません。 

(6) 届出等が受理された場合は、「６ 届出等が受理されたとき」の手続きとなりま

す。 
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８ 重大な不備があり、届出等が不受理となったとき 

(1) 届出等が不受理となった場合、入力フォームに入力されたメールアドレス宛に

「no-reply@logoform.jp」から「申請内容が却下されました」のメールが届きます。

照会番号が正しいか確認し、「申請却下の内容」を確認してください。 

 

本サービス提供元：株式会社トラストバンク 

(2) ５の手順で再届出等をしてください。 
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（別紙１） 

 

 


